
新規・解体撤去・
リフォーム追加彫刻…
墓石のことなら
ご相談くださいY
洋型・和型墓石も各種展示いたしております。

お任せ下さい！！

TEL（0137）62－2960　FAX（0137）63－2266

〈
広
告
〉

【
新
・
増
築
の

　
　
　

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を
】

　

町
で
は
固
定
資
産
税
の
適
正
課

税
の
た
め
、
新
築
ま
た
は
増
築
さ

れ
た
住
宅
、
物
置
、
倉
庫
な
ど
の

家
屋
を
対
象
に
「
家
屋
調
査
」
に

お
伺
い
し
て
い
ま
す
。
家
屋
を
新

築
・
増
築
さ
れ
る
際
に
は
下
記
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
登
記
さ
れ
て
い
な
い
家
屋
を

　

取
壊
し
た
際
に
は
届
け
出
を
】

　

法
務
局
に
登
記
を
し
て
い
な
い

建
物
を
取
壊
し
た
場
合
に
は
、
届

け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
届
け
出

が
さ
れ
な
い
限
り
、
建
物
が
な
く

な
っ
て
い
て
も
課
税
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
法
務
局
に
登
記
さ
れ

て
い
る
建
物
を
取
壊
し
た
場
合
に

は
、
法
務
局
で
「
滅
失
登
記
」
の
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
登
記
さ
れ
て
い
な
い
家
屋
の
所

　

有
権
移
転
が
あ
っ
た
際
に
は
届

　

け
出
を
】

　

相
続
や
贈
与
、
売
買
な
ど
に
よ

り
、
法
務
局
に
登
記
を
し
て
い
な

い
家
屋
の
所
有
権
移
転
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、「
未
登
記
家
屋
の
所
有

権
移
転
届
」
の
届
け
出
を
下
記
ま

で
お
願
い
し
ま
す
。

　

届
け
出
が
さ
れ
な
い
場
合
、
引

き
続
き
元
の
所
有
者
へ
課
税
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

【
住
宅
用
地
の
特
例
に
つ
い
て
】

　

住
宅
が
建
っ
て
い
る
土
地
に
は
、

土
地
の
固
定
資
産
税
額
が
1
／
6

ま
た
は
1
／
3
に
軽
減
さ
れ
る

「
住
宅
用
地
の
特
例
」
が
適
用
さ
れ

ま
す
。
こ
の
特
例
を
受
け
る
た
め

に
は
「
住
宅
用
地
の
申
告
書
」
を
提

出
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
す
で
に
特
例
が
適
用
さ
れ

て
い
る
土
地
に
つ
い
て
は
建
て
替

え
等
を
し
な
い
限
り
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。

※
「
住
宅
用
地
の
特
例
」
は
、
住
宅

の
種
類
、
規
模
、
土
地
の
規
模

に
よ
り
適
用
の
範
囲
が
異
な
り

ま
す
。

　

簡
素
な
物
置
や
車
庫
で
も
、
外

気
分
断
性
、
用
途
性
、
土
地
へ
の

定
着
性
を
備
え
て
い
る
と
家
屋
と

し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
土
地
へ
の

定
着
性
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
束

石
に
よ
る
簡
易
な
設
置
で
も
、
家

屋
本
体
と
束
石
と
が
羽
子
板
ボ
ル

ト
な
ど
の
金
具
で
固
定
さ
れ
て
い

る
場
合
は
課
税
さ
れ
ま
す
。
木
造

の
も
の
だ
け
で
な
く
、
ホ
ー
ム
セ

ン
タ
ー
等
で
購
入
で
き
る
プ
レ
ハ

ブ
式
の
も
の
も
課
税
さ
れ
ま
す
。

【
届
け
出
・
問
い
合
わ
せ
先
】

・
財
務
課 

課
税
第
二
係

　

☎
0
1
3
7
│
62
│
2
1
1
4

・
地
域
振
興
課 

税
務
係　

　

☎
0
1
3
9
8
│
2
│
3
1
1
1

固
定
資
産
税
に
関
す
る
お
知
ら
せ

家
屋
の
新
築
、
増
築
、
取
壊
し
、

未
登
記
家
屋
の
所
有
権
移
転

に
つ
い
て

不用品交換コーナー

・かご　・茶箪笥
・キーボードピアノ
・プランター（栽培用）
・家庭用生ごみ処理機

ゆずります

・冷蔵庫　・プリンター　・液晶テレビ

ゆずってください

【申請方法】企画振興課、熊石総合支所住民サービス
課、落部支所にて申請書を備え付けていますので、手続
きを行ってください。
※町ホームページからも簡易登録申請が可能です。

【問い合わせ先】
企画振興課協働推進係　☎0137－62－2300

4月15日時点

これまでの成立件数 68件

これまでの成立件数 32件

●納期限までに納められないご事情がある場合は、
　必ず次の連絡先に相談してください。
●インターネットを利用したクレジットカード納税
　を開始します。詳しくは、次の連絡先にお問い合
　わせください。

【渡島総合振興局納税課】
　函館市美原4丁目6番16号　10138－47－9403

5月31日（水）は、

自動車税の納期限です

物
置
や
車
庫
な
ど
簡
易
な

家
屋
へ
の
課
税
に
つ
い
て
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